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● この事例はキャッチセールスと呼ばれ、路上で販売目的を隠して近づき、店舗などに連れ
ていって、商品やサービスを契約させる販売形態です。

● 勧誘されても、必要ないものはキッパリ断りましょう。「無料」だからと安易に試さないように
しましょう。

● キャッチセールスは、クーリング・オフの対象です。契約書等の書面を受け取った日から
８日以内であれば、契約解除ができます。

● 未成年者が法定代理人（保護者等）の同意を得ずに契約した場合は、取り消すことができ
ます。

● 困ったときは、お近くの消費生活センター等に相談しましょう。
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宇部中央高等学校 植原 小由希さん作
※この４コマ漫画は「消費者トラブル防止コンテンツ製作コンテスト2020」漫画部門入選作品です。



マイクロソフトのサポートを装った
詐欺にご注意！

豆 知 識

消費者ホットライン「１８８」 御案内の流れ

郵便番号が分かる 1

郵便番号が分からない 2

○郵便番号（７桁）入力

○固定電話の場合は地域を
選択。携帯の場合は最寄りの窓口へ

お住まいの市町の

消費生活センターや相談窓口

山口県消費生活センターなど

又はを押す

お知らせ 『悪質商法は突然に…』 （県製作動画）

ＤＶＤの貸出します！

参照：消費者庁ＨＰ https://www.caa.go.jp/notice/entry/023149/

パソコンでインターネットを閲覧中に問題が発生したように見せかけ、ガイド音声や警告音
とともにマイクロソフトを名乗った警告が表示されます。指示どおりに連絡をすると、サ
ポートを提供する名目で、前払式電子マネー等での支払いを求められます。

※実在する日本マイクロソフト株式会社やその関連会社は全く無関係です。

手 口

若者に多い消費者トラブルについて、悪質商法の手口や対策を動画で分かりやすく紹介しています。

本編では、授業で使いやすように被害防止のポイント解説を最後に入れています。

「知っちょる！？消費者トラブル

まなべるサイト」でも公開中！

  ≪ 予 告 編 ≫  ≪ 本  編 ≫  

①  訪 問 販 売 編  ( 5 4 秒 )  

 

( 4分 1 8秒 )  

 

②  ネ ッ ト シ ョ ッ ピ ン グ 編  ( 4 6 秒 )  

 

( 3分 3 7秒 )  

 

③  キ ャ ッ チ セ ー ル ス 編  ( 3 0 秒 )  

 

( 5分 )    

 

④  懸 賞 サ イ ト 編  ( 3 0 秒 )  

 

( 5分 )    

 

⑤  ワ ン ク リ ッ ク 請 求 編  ( 3 0 秒 )  

 

( 5分 )    

 

 

動画内容

御紹介した５種類の動画を
まとめて収録したＤＶＤを
貸し出しています。

ほかの教材もあります。問
い合わせ・申込みは、県消
費生活センターまで。

ＤＶＤ貸出

↑       視聴はこちら ↑ YouTubeにつながります

偽警告画面の例

絶対に連絡せずに、
偽警告画面を閉じる

画面が閉じない場合の
問合せ先：マイクロソフト
カスタマーサービス
（☎0120-54-2244）

※マイクロソフトのエラー
メッセージと警告メッセージ
に、電話番号が記載される
ことはありません。

被害に
遭わないために


